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2 地域資源を磨き上げる 

【施策展開の方向性】 
 地域の魅力・ブランド力を高めていくため、観光振興やグリーンツーリズ

ム、スポーツツーリズムなどを広域的に展開するとともに、三河山間地域の

自然環境や生物多様性、また、鳥獣害対策・ジビエ料理の普及なども含め

て、地域の自然や文化、歴史等の地域資源を磨き上げていく。 

【主な取組】 

(1) 山里観光の広域的推進 
○ 三河山間地域の豊かな自然や伝統文化を活かし、農林水産物や伝統工芸品等

の販売、観光農園、農林漁業体験や産地直売等の地域産業と観光産業による一

層の連携促進を図っていくとともに、研修、保養、体育、山里体験、農家宿泊

などの可能な施設の活用を進めていく。(振興部・健康福祉部・産業労働部・

農林水産部・教育委員会) 

○ 都市と山村の相互協力による施設設置、地域おこしのイベントや伝統的な祭

りなど年間を通じた都市地域の人々との交流による相互理解を深め、地域の活

性化を図っていくとともに、観光レクリエーション活動に従事する人材の確

保・育成、ボランティアの一層の活用を進めていく。(振興部) 

○ 茶臼山高原を拠点として名古屋市などの都市地域までのルート上にある近隣

市町村を含めた観光情報の発信を支援していくことにより、道の駅などの集客

施設への広域的な波及効果を広げていく。(振興部)  

○ 「新城ラリー」や「奥三河パワートレイル」を全国・世界に打ち出せる大会

に育成するとともに、東三河で開催されているラリーやトレイルランニングの

他の大会との連携・合宿誘致などを通じて、これらのスポーツのメッカとなる

よう取り組んでいく。(振興部・東三河総局)  

○ 観光戦略的観点から、飯田市、中津川市に設置されるリニア中間駅へのアク

セス向上をめざしながら、県内の観光資源の発掘・磨き上げと広域連携による

ルート開発を検討していく。(振興部・建設部) 

(2) 伝統文化の継承・発信 
○ 三河山間地域に残された貴重な文化遺産を保護していくために、文化財の保

存修理、公開活用などを進めて、歴史的文化遺産を観光やまちづくりなど地域

活性化に活用するとともに、保存・伝承にあたっては、コミュニティ活動や教

養・教育活動の活用を図っていく。(振興部・教育委員会) 

○ 伝統芸能等の無形民俗文化財、伝統工芸等の無形文化財について、普及や展

示・公開、記録や保存、後継者の育成の充実を図っていく。(教育委員会) 

○ 芸術・文化イベント等を開催できる地域文化の拠点として交流施設等を活用

し、都市住民等に対する個性豊かな地域文化の情報発信を支援していく。(振

興部・教育委員会) 

(3) 自然環境の保全・利用 
○ 国定公園、県立自然公園においては、市町村等と連携し、優れた自然の風景
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地の保護とともに、自然との触れ合いの場、アウトドア・レクリエーションの

場として、公園計画との整合性をもたせながら、利用の増進を図っていく。

(環境部) 

○ 市町村やＮＰＯなどと連携・協働しながら、あいち森と緑づくり税の活用等

により三河山間地域の保全活動・環境学習に対する支援を行っていく。(環境

部・農林水産部) 

(4) 生物多様性の保全 
○ 県民や事業者、ＮＰＯ、市町村が共通の目標のもとに協働しながら、効果的

な場所で生物の生息生育空間の保全・創出の取組を行っていく。(環境部) 

○ 生物多様性への意識を高め、人と人とのつながりを育みながら生態系ネット

ワークの形成を進め、「人と自然が共生するあいち」を「あいち方式」により

実現し、三河山間地域の生態系の保全・再生を推進していく。(環境部) 

○ 林業生産や生態系ネットワークなどの森林の公益的機能を考慮し、山間地域

における経済と生物多様性の調和を図っていく。(環境部) 

(5) 鳥獣害対策の推進 
○ 中山間地域を中心に拡大するイノシシやニホンジカなどの野生生物による農

林水産業の被害を防止するため、個体数調整や侵入防止柵の整備等に対する助

成、新たな捕獲の担い手の確保・育成など、鳥獣被害防止対策への支援を行っ

ていく。(環境部・農林水産部) 

○ 捕獲したイノシシやニホンジカなどの食肉を地域の特産品として活用する取

組を推進していく。(振興部・環境部・健康福祉部・農林水産部) 

 

大都市発着バスツアー等の実施状況 

  国の「地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）」を活用し、三河

山間地域の魅力の発信、イベントやバスツアー等を通じた誘客促進により交流人口の増

加を図ることで、地元が主体となった地域資源の発掘・磨き上げや地域経済の活性化・

なりわい創出を促進し、将来の定住人口増加をめざす。 
（平成28年1月現在）

・名古屋駅、浜松駅等の都市部を発着地とする三河山間地域へのバスツアーの実施<180本> 

・三河山間地域内の既存の公共交通網と観光施設等をつなぐ無料のルートバスの運行<101本> 

・10名以上で三河山間地域を訪れるバス旅行を行う団体に対し、バス借上費用の一部を助成<94件> 

 

鳳来・作手の旅 

～鳳来寺本堂の真達羅大将の 

特別拝観～（7月4日） 

愛知高原・奥三河 

 銘酒めぐりの旅（9月12日） 

花祭の起源に触れる旅 

～奥三河物語～（9月26日） 


